
 

消費税の引上げ（５％→１０％）に伴う引上げ分の地方消費税収については、今後も増加が

見込まれる社会保障４経費（制度として確立された年金、医療および介護の社会保障給付な

らびに少子化に対処するための経費）に要する経費の一般財源の額の一部として充当。 

 

〇勝山市においての引き上げ分の地方消費税額 

　　　令和 5 年度地方消費税交付金交付額・・・5 億 3 千 1 百万円 

　　　内、引上げ分（１２/２２※１相当額）　・・・3 億 4 百万円 

 

〇充当先事業（性質：繰出金、扶助費） 

 
上記の充当事業に要する経費の一般財源　約１3 億 5 千 4 百万円の一部に充当 

 

※１ 引き上げ前　　消費税　５％（うち、地方消費税１.０％） 

 引き上げ後  　消費税　８％（うち、地方消費税１.７％）H２６.　４～ 

   消費税１０％（うち、地方消費税２.２％）R　１.１０～

 地方消費税増税分の使途


